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渡辺通支店～大名支店
福岡県議会議員（３期１０年）
衆議院議員に初当選
衆議院議員再選（２期目）
環境大臣政務官就任
衆議院議員再選（３期目）
少子化対策特別委員会 副委員長
「ひきこもり」の社会参画を考えるPT 幹事
新型コロナウイルスに関するワクチン対策PT 委員
防衛副大臣就任
衆議院議員再選（４期目）
衆議院 安全保障委員長就任
自民党 税制調査会幹事就任

●昭和４７年１０月　福岡市生まれ
●田島小学校（城南区）卒　　　　●当仁中学校（中央区）卒
●ラ・サール高校卒　　　　　 　●九州大学法学部卒

平成７年～１４年

平成１５年～２４年
平成２４年１２月
平成２６年１２月
平成２７年１０月
平成２９年１０月
令和 ２ 年１０月
令和 ２ 年１２月
令和 ３ 年 １ 月
令和 ３ 年１０月

令和 ４ 年１０月

衆議院議員 おにき誠 プロフィールヒストリー

衆議院議員

小学校の時の夢は、政治家になっ
て「世界を平和にする」こと。

高校から続けるラグビー。その熱
意でW杯を地元・福岡に誘致。

銀行員として地域の現場で生き
た経済や地域の実情を学ぶ。

30歳で県議会議員、40歳で衆議
院議員となり実績を重ねる。

城南校区秋祭り城南校区秋祭り 片江・南片江合同モルック大会片江・南片江合同モルック大会

　私は昨年(2022年)8月まで防衛副大臣を務め、10月には衆議院の安全保障委員長に就任し
ました。12月には日本が置かれた厳しい安全保障環境を背景に、防衛戦略三文書の改定やそれ
に伴う予算や財源について議論しました。今年(2023年)1月から6月まで開催される通常国会
では、増額された防衛予算やその関連法案が国会審議されます。私は安全
保障委員長としてこの議論を取りまとめる大事な役割を担うことになります。
　また防衛の仕事のみならず、私は自民党税制調査会の幹事として日本の
税制・財政にも携わっています。昨年12月に作られた自民党税制大綱では、
天神ビッグバンを支える都市再生促進税制の延長・拡充や、非課税投資枠
であるNISA制度の拡充・恒久化などを実現しました。コロナ禍からの経済・
社会活動の回復、物価高・人手不足への対策、賃上げ・DX・カーボンニュー
トラルといった諸課題にも前向きな答えを出すべく取り組んでまいります。
今年もよろしくお願いいたします。

メディア出演

国会見学してみませんか？

落書き消し 下日佐橋落書き消し 下日佐橋 長住校区運動会長住校区運動会

自民党税制調査会幹事に就任

銀行員時代

幼少時代

政治家へ

学生時代

政治家へ

学生時代

大池校区子ども秋祭り大池校区子ども秋祭り

福岡まつり月華祭福岡まつり月華祭

国民の命と暮らしを守る国民の命と暮らしを守る

奉納武道大会 護国神社奉納武道大会 護国神社

中面では
防衛費増額に

ついて
説明します

地元福岡での活動
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新聞No.19

国会議事堂をご案内させていただきます。人数・日時など
ご希望に応じますのでお気軽にお問い合わせください。

BSフジプライムニュースとNHKスペシャルに出演しました。

メディア出演時には各ＳＮＳで発信します。
ぜひＳＮＳのご登録よろしくお願いします。

討議資料

衆議院議員 おにき誠 後援会事務所
〒810-0014 福岡市中央区平尾2-3-15 2F
Tel.092-707-1972  Fax.092-707-1984  Mail: makoto@onikidon.com

日々の活動をSNSで配信しています！



Q&A 1その
Q&A 2その

Q&A 3その
Q&A 4その

Q&A 5その

令和5年度税制改正のポイント自民党税制調査会とは？

防衛費増額・財源についてのＱ＆Ａ

防衛財源の
確保

新聞No.19※写真及び文章の一部を防衛省より引用しております

ロシアによるウクライナ侵攻や、北朝鮮の相次
ぐミサイル発射、中国も他国の領土を取り上げ
るなど「力による現状変更」を進めています。こ
れらの国々は核兵器も所有しており、海を挟ん
で日本と国境を接しています。
ウクライナが襲われたのは「簡単に占領でき
る」とロシアに甘く見られていたからであり、日
本を守るためには甘く見られないだけの防衛
態勢を備えていることが必要です。「日本を
襲ったら自分も大変な目に遭うぞ！」と思わせる
ことが戦争を防ぐ抑止力になります。戦争をす
るためではなく、戦争にならないように抑止力
を高めているのです。

自衛隊の戦力は、もし実際に戦いが起こるとな
ると足りていないものがたくさんあります。各部
隊の弾薬数や、戦闘機の可動率、国民避難や補
給のための輸送力などです。
また、敵ミサイルから国民を守るミサイル防空
態勢や、敵戦力を日本に近づけさせないための
長射程ミサイルなども能力向上する必要があり
ます。通信や情報で劣勢となればリアルの空間
でも負けることになるため、宇宙・サイバー・電
磁波分野にも研究開発投資が必要です。日本を
取り巻く安全保障環境が厳しくなる中、どんなこ
とがあっても国民の生命と財産を守り抜くには、
相応のお金が必要となるのです。

今後新たに増える防衛 費に17兆円の財源が
必要となります。国も 毎年2,000億円の歳
出削減や、決算剰余 金・税外収入の活用で
財源を捻出しますが、令和9年には年間約1
兆円の財源が不足し ます。この不足分につ
いて、平和の受益者で ある国民の皆さんに負
担をお願いすることに なります。日本では長
く「水と安全はタダ」と 言われてきましたが、
建国以来自由と独立を 自ら勝ち取ってきたア
メリカでは、"Freedom is not free！" (自由は
タダではない！)と言わ れています。自分や家
族やその子孫の生命・ 財産・自由を守るため、
私達にできる最善を尽 くしていきましょう。

「平和の受益者」は全ての国民なので、「薄く広
く、負担能力に応じてみんなで」負担していただ
くことを原則としています。今回活用するのは
復興特別所得税と同じ仕組みです。現在いただ
いている復興特別所得税の税率を1%下げて、
その税率分を「防衛新税」のような形で防衛費
に充てます。減ったように見える復興税ですが、
時限で確保していた期日を伸ばすことによって
復興財源の総額を確保します。岸田総理の発言
通り、個人の年間の所得税負担も増やしませ
ん。個人の負担を増やさずに防衛予算にご協
力いただき、なおかつ復興にも長期で責任を
持って取り組むという建て付けとなっています。

個人と同様に、企業も平和の受益者です。企業
が自由な経済活動を通じて収益を上げること
ができるのも、平和があってこそです。平和を守
るための予算を確保するため、法人税額に対し
4%程度の付加税をご負担いただきます。「コロ
ナ禍で企業が大変な時に！」という批判もありま
すが、法人税は利益にかかるものなので赤字企
業は課税されません。利益への課税は賃上げの
原資を減らすわけではないので、賃上げができ
なくなるということにもなりません。また中小企
業への配慮として、法人税の納税額が500万円
以下の企業は課税されません。これにより、全法
人の約94％は課税されないこととなります。

なぜ防衛費を
増やす必要があるの？

防衛費を
増やして何に使うの？

なぜ税金での
負担が発生するの？

復興特別所得税を
防衛に回すの？

なぜ防衛費を
企業が負担するの？

非課税の投資枠で
あるNISA制度を
恒久化し、年間の
投資枠も拡充しま
した。積立投信や
株式投資を促進
し、個人の資産所
得を増やします。

都市開発への税制
優 遇により天 神
ビッグバンの収支
計画は成り立って
います。この優遇
税制が期限を迎え
たため、延長・拡充
を実現しました。

相続により空き家が発生す
るのを抑制するため、相続
した空き家等を一定の条件
下で早期に譲渡（有効活
用）した場合に3.000万円
の譲渡所得の特別控除を
認める制度を延長・拡充す
ることとなりました。

インボイス導入に伴
い対応が必要な事
業者に対し、課税転
換した事業者への持
続化補助金上乗せ
や、IT導入補助金の
補助下限額撤廃な
どを用意しました。

令和9年度に向け
て複数年かけて段
階的に税財源を確
保することが決ま
りました(法人税・
所得税・たばこ税)。
令和5年度の増税
はありません。

都市再生
促進税制

空き家対策
税制

インボイス
対策

NISAの
恒久化

毎年年末に、翌年度の税制
改正について議論するのが
自民党税制調査会です。令
和4年の12月には令和5年
度の税制について議論し、
さまざまな税制改正を決定
しました。おにき誠は自民
党税制調査会の役員(幹事)
として役員会(正副幹事会)
にて連日発言をしました。


